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○茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金交付要綱 

令和３年３月30日茂原市告示第54号 

改正 

令和４年３月28日告示第35号 

茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家の利活用を促進し、良好な生活環境の保全を図るとともに、

移住、定住及び地域の活性化を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成26年法律第127号）第２条第１項に規定する空家等に該当し、かつ茂原市空き家

バンク実施要綱（平成29年茂原市告示第17号。以下「実施要綱」という。）第４条第２

項に規定する登録台帳に登録された空き家（以下「登録空き家」という。）のリフォー

ムを行う者に対し、予算の範囲内において、茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補

助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、茂原市補助金等交付規則

（昭和60年茂原市規則第34号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(１) 利用登録者 実施要綱第９条に規定する利用登録者をいう。 

(２) リフォーム 登録空き家の性能を維持し、又は向上させる工事をいう。 

(３) 転入 登録空き家の売買契約の締結前１年の間において、本市の住民基本台帳に

記録されておらず、当該契約後に本市の住民基本台帳に記録されることをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、利用登録者であって、市税及び国民健康保険税

（以下「市税等」という。）の滞納がないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、登録空き家に定住又は定期的に滞在すること

を目的として行うリフォームで次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 売買契約を締結した日から、１年を経過する日までに当該リフォームが完了する

もの 

(２) この補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の２月末までに完了するもの 
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(３) 当該補助に係るリフォームに関して、他の補助金等を受けていないもの 

(４) 過去にこの補助金の交付を受けた登録空き家のリフォームでないもの 

(５) 茂原市三世代同居等支援事業補助金交付要綱（平成29年茂原市告示第23号）によ

る補助を受けていないもの 

(６) 次のア又はイのいずれかに該当するもの 

ア 補助金の交付を受けようとする者が本市に転入するもの 

イ 市内に本店を有する法人又は市内に事業所を有する個人事業者が行うリフォーム

であるもの 

(７) 当該申請に係るリフォームに着手していないもの 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は次の各号に掲げる

ものに要する経費とする。 

(１) 内装並びに屋根及び外壁の修繕又は改修（以下「改修等」という。） 

(２) 建具の改修等 

(３) 主要構造部の改修等及び増築 

(４) 配線又は配管を伴う電気設備及び給排水衛生設備の改修等又は新設 

(５) その他市長が適当と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象経費から

除くものとする。 

(１) 別棟の車庫、物置等の改修等 

(２) 門、塀等の外構の改修等 

(３) 家庭用電化製品、カーテン、家具等の購入及び設置 

(４) その他市長が適当でないと認めるもの 

（補助金の額） 

第６条 補助金は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（1,000円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額）とする。ただし、50万円を限度額とする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、茂原市空き家

バンク登録物件リフォーム補助金交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 
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(１) 誓約書兼同意書（別記第２号様式） 

(２) 売買契約書の写し 

(３) 登録空き家の登記事項証明書 

(４) リフォームに係る施工前の写真 

(５) 当該リフォームに係る見積書及び図面 

(６) 市税等の滞納がないことを明らかにする書類 

(７) 転入前の住民票の写し（第４条第６号アに該当する場合） 

(８) 市内に本店を有する法人又は市内に事業所を有する個人事業者であることを示す

書類（前条第４条第６号イに該当する場合） 

(９) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第８条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定

し、茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金交付（不交付）決定通知書（別記第

３号様式）により、申請者に通知する。 

２ 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

登録空き家のリフォームした部分について、この補助金の額の確定のあった日から10年

間、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、交換し、担保に供し、又は取り

壊してはならない。 

（申請内容の変更等） 

第９条 交付決定者が当該決定に係るリフォームの内容を変更しようとするときは、茂原

市空き家バンク登録物件リフォーム補助金交付変更承認申請書（別記第４号様式）を市

長に提出しなければならない。ただし、補助金の額の変更を伴わない変更の場合は、こ

の限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類の内容

を審査し、変更の可否を決定し、茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金交付変

更承認（不承認）決定通知書（別記第５号様式）により、交付決定者に通知するものと

する。 

３ 交付決定者は、当該決定に係るリフォームを中止しようとするときは、茂原市空き家

バンク登録物件リフォーム補助金中止届出書（別記第６号様式）を速やかに市長に届け

出なければならない。 
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（着手及び完了の届出） 

第10条 交付決定者は、当該リフォームに着手したとき及び完了したときは、茂原市空き

家バンク登録物件リフォーム補助金着手（完了）届（別記第７号様式）を速やかに市長

に届け出なければならない。 

（実績報告） 

第11条 交付決定者は、交付決定に係るリフォームを完了した日から20日以内又は交付決

定日が属する年度の２月末日のいずれか早い日までに、茂原市空き家バンク登録物件リ

フォーム補助金実績報告書（別記第８号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

(１) リフォームに係る契約書又は請書の写し 

(２) リフォームに要した費用の支払い状況を証するもの 

(３) リフォームに係る施工後の写真 

(４) 転入後の住民票の写し（第４条第６号アに該当する場合） 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第12条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認

めるときは、補助金の額を確定し、茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金交付

額確定通知書（別記第９号様式）により交付決定者に通知する。 

（補助金の請求） 

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の交付を請求しようするとき

は、茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金交付請求書（別記第10号様式）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとす

る。 

（交付決定の取り消し） 

第14条 市長は、第９条第３項の規定による届出があったとき又は交付決定者が次の各号

のいずれかに該当すると認めるときは、茂原市空き家バンク登録物件リフォーム補助金

交付決定取消通知書（別記第11号様式）により補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 
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(２) この要綱に定める補助金の交付の要件を欠くに至ったとき。 

(３) その他交付決定を取り消し、又は交付した補助金の一部若しくは全部を返還させ

ることが適当と判断したとき。 

（補助金の返還等） 

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、茂原

市空き家バンク登録物件リフォーム補助金返還命令書（別記第12号様式）により、期限

を定めて既に補助した額の全部又は一部を返還させることができる。 

（調査） 

第16条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、交付決定者

に対して必要な調査をすることができる。 

（雑則） 

第17条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月28日茂原市告示第35号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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別記第１号様式（第７条） 
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第２号様式（第７条） 
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第３号様式（第８条第１項） 
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第４号様式（第９条第１項） 
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第５号様式（第９条第２項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/16 

第６号様式（第９条第３項） 

 

第７号様式（第10条） 
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第８号様式（第11条） 
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第９号様式（第12条） 
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第10号様式（第13条第１項） 
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第11号様式（第14条） 
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第12号様式（第15条） 

 


